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衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
見
直
し
に
係
る
政
府
の
基
本
的
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
見
直
し
に
係
る
政
府
の
基
本
的
認
識
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
荒
廃
農
地
や
非
農
業
用
途
等
へ
の
転
用
が
発
生
す
る
原
因
」
に
つ
い
て
は
様
々
な
要
因
が
あ
り
、
一
概
に
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
荒
廃
農
地
（
現
に
耕
作
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
耕
作
の
放
棄
に
よ
り
荒
廃
し
、
通
常
の

農
作
業
で
は
作
物
の
栽
培
が
客
観
的
に
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
農
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
生
す
る
主
な
要
因
と
し

て
は
、
令
和
三
年
一
月
に
農
林
水
産
省
に
お
い
て
実
施
し
た
「
荒
廃
農
地
対
策
に
関
す
る
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
「
高
齢

化
、
病
気
」
や
「
労
働
力
不
足
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
適
切
な
農
業
生
産
活
動
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
非
農
業
用
途
等
へ
の
転
用
が
発
生
す
る
原
因
」
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
民

間
企
業
が
住
宅
や
工
場
を
建
設
す
る
場
合
に
お
い
て
、
土
地
の
価
格
や
造
成
の
観
点
か
ら
農
地
が
選
好
さ
れ
や
す
い
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い



 

２ 

 

て
、
令
和
十
二
年
の
農
地
面
積
を
四
百
十
四
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
見
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
農
地
面
積
の
増

減
の
す
う
勢
を
踏
ま
え
、
社
会
経
済
上
必
要
な
農
地
の
転
用
を
見
込
ん
だ
上
で
、
荒
廃
農
地
の
発
生
防
止
及
び
解
消
の
施
策

の
効
果
に
つ
い
て
織
り
込
ん
で
推
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
通
し
で
は
、
農
地
面
積
は
令
和
元
年
の
四
百
四
十
万
ヘ
ク

タ
ー
ル
か
ら
令
和
十
二
年
に
四
百
十
四
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
減
少
す
る
と
推
計
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
農
業
現
場
で
の
デ
ジ

タ
ル
技
術
の
活
用
等
に
よ
り
耕
地
利
用
率
（
農
林
水
産
省
が
公
表
し
て
い
る
「
耕
地
及
び
作
付
面
積
統
計
」
に
お
け
る
耕
地

面
積
を
「
百
」
と
し
た
場
合
の
作
付
（
栽
培
）
延
べ
面
積
の
割
合
を
い
う
。
）
が
平
成
三
十
年
の
九
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

令
和
十
二
年
に
百
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
昇
す
る
と
見
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
場
合
、
基
本
計
画
に
お
い
て
令

和
十
二
年
度
の
食
料
自
給
率
の
目
標
と
し
て
定
め
て
い
る
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
達
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
た
め
、

「
妥
当
な
農
地
面
積
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

令
和
三
年
度
に
農
林
水
産
省
が
実
施
し
た
「
相
続
未
登
記
農
地
等
の
実
態
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
「
相
続
未
登
記

農
地
及
び
相
続
未
登
記
の
お
そ
れ
の
あ
る
農
地
」
（
以
下
「
相
続
未
登
記
農
地
等
」
と
い
う
。
）
は
合
計
で
百
二
万
九
千
百

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
相
続
人
等
に
よ
り
利
用
又
は
管
理
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
農
地
法



 

３ 

 

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
農
地
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
五
万
七
千

六
百
二
十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

 
 

御
指
摘
の
「
所
有
者
不
明
農
地
対
策
を
強
化
し
て
い
る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
相
続
未
登
記
農
地
等
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
か
ら
利
用
権
（
農
業
上
の
利
用
を
目
的
と
す
る
賃
借
権
若
し
く
は
使
用
貸

借
に
よ
る
権
利
（
以
下
「
賃
借
権
等
」
と
い
う
。
）
又
は
農
業
の
経
営
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
使
用
及

び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
い
う
。
）
の
設
定
若
し
く
は
移
転
又
は
所
有
権
の
移
転
を
す
る
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
る

に
当
た
り
、
当
該
相
続
人
の
探
索
に
多
く
の
時
間
を
要
し
、
農
業
の
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
の
支
障
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
農
業

経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ

り
、
市
町
村
が
農
用
地
利
用
集
積
計
画
（
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
用
地
利
用
集
積
計
画
を
い
い
、
存
続
期
間

が
二
十
年
を
超
え
な
い
賃
借
権
等
の
設
定
を
農
地
中
間
管
理
機
構
が
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
際
、

賃
借
権
等
を
設
定
す
る
農
地
の
う
ち
、
そ
の
二
分
の
一
以
上
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
確
知
で
き
な
い
共
有
持
分
を
有
す
る
者
（
以
下
「
不
確
知
共
有
者
」
と
い
う
。
）
の
探
索
を
行
い
、
そ
れ
で
も
な
お
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当
該
農
地
に
つ
い
て
二
分
の
一
以
上
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
を
確
知
で
き
な
い
と
き
は
、
市
町
村
の
定
め
よ
う
と
す
る
農

用
地
利
用
集
積
計
画
の
公
示
を
し
、
こ
れ
に
対
し
不
確
知
共
有
者
か
ら
異
議
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
不
確
知
共
有
者
が

農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
同
意
し
た
と
み
な
し
、
当
該
農
地
に
つ
い
て
賃
借
権
等
の
設
定
を
農
地
中
間
管
理
機
構
が
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
改
正
以
降
、
不
確
知
共
有
者
が
同
意
し
た
も
の
と
み
な
し
て
設
定
さ

れ
た
賃
借
権
等
を
含
む
農
地
中
間
管
理
権
（
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
農
地
中
間
管
理
権
を
い
う
。
）
が
設
定
さ
れ
た
相
続
未
登
記
農
地
等
の
面
積
は
、
令
和
四
年
度

末
ま
で
に
百
六
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
、
相
続
未
登
記
農
地
等
の
有
効
利
用
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
規
模
拡
大
推
進
一
辺
倒
の
農
政
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
基
本
法
」
と
い
う
。
）
及
び
基
本
計
画
に
基
づ
き
、

経
営
規
模
の
大
小
や
家
族
経
営
・
法
人
経
営
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
欲
的
に
農
業
経
営
に
取
り
組
も
う
と
す
る
農
業
の
担

い
手
を
幅
広
く
育
成
・
確
保
す
る
と
と
も
に
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
農
地
の
利
用
集
積
を
推
進
し
て
き
た
結
果
、
多
く



 

５ 

 

の
品
目
で
、
農
業
の
担
い
手
が
農
業
生
産
の
相
当
部
分
を
担
う
農
業
構
造
を
実
現
し
て
き
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
家
族
経
営
、
中
小
規
模
の
経
営
体
、
農
業
を
副
業
的
に
営
む
経
営
体
の
位
置
付
け
と
農
地
の
集
積
・

集
約
化
の
関
係
」
の
「
整
理
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
経
営
規
模
の
大
小
や
家
族
経
営
・
法
人
経
営
の
別
に
か
か

わ
ら
ず
、
意
欲
的
に
農
業
経
営
に
取
り
組
も
う
と
す
る
農
業
の
担
い
手
を
幅
広
く
育
成
・
確
保
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

令
和
五
年
九
月
十
一
日
の
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
答
申
（
以
下
「
答
申
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
離
農
す

る
経
営
の
農
地
の
受
け
皿
と
な
る
経
営
体
や
付
加
価
値
向
上
を
目
指
す
経
営
体
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ

れ
ら
の
者
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
進
め
る
」
及
び
「
農
業
を
副
業
的
に
営
む
経
営
体
な
ど
多
様
な
農
業
人
材
が
一
定

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
者
が
農
地
の
保
全
・
管
理
を
適
正
に
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

現
在
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
基
本
法
の
規
定
の
具
体
的
な
在
り
方
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で

お
答
え
す
る
段
階
に
な
い
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
食
生
活
の
多
様
化
の
要
因
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
に
お
い
て
、
「
我
が
国
の
食
生
活
は
大
き
く
多
様
化

し
た
。
現
代
の
消
費
者
は
、
国
内
外
の
様
々
な
食
品
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
、
輸
送
網
の
発
達
に
よ
っ
て
各
地
で
生
産
さ



 

６ 

 

れ
た
食
品
を
手
軽
に
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
伴
っ
て
、
食
の
簡
便
化
志
向
が

高
ま
り
、
外
食
や
中
食
も
発
達
し
た
。
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
食
生
活
の
多
様
化
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
食
生
活
を
営
む
か
は
、
消
費
者
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
食
料
自
給
率
目
標
」
は
、
基
本
計
画
に
お
い
て
、
「
食
料
消
費
見
通
し
及
び
生
産
努
力
目
標
を
前
提
と
し
て
、

諸
課
題
が
解
決
さ
れ
た
場
合
に
実
現
可
能
な
水
準
と
し
て
示
す
食
料
自
給
率
等
の
目
標
」
と
し
て
設
定
し
て
お
り
、
お
尋
ね

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
自
給
率
の
高
い
米
穀
の
国
内
に
お
け
る
需
要
が
年
々
減
少
す
る
中
で
、
海
外
か
ら
の
輸
入
に
依
存

し
て
い
る
飼
料
の
利
用
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
畜
産
物
の
消
費
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
要
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
基
本
計
画
に
お
け
る
食
料
自
給
率
目
標
を
複
数
あ
る
指
標
の
一
つ
に
格
下
げ
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
答
申
に
お
い
て
、
「
自
給
率
目
標
は
、
国
内
生
産
と
望
ま
し
い
消
費
の
姿

に
関
す
る
目
標
の
一
つ
と
し
、
・
・
・
課
題
の
性
質
に
応
じ
、
新
し
い
基
本
計
画
で
整
理
さ
れ
る
主
要
な
課
題
に
適
し
た
数



 

７ 

 

値
目
標
又
は
課
題
の
内
容
に
応
じ
た
目
標
も
活
用
し
な
が
ら
、
定
期
的
に
現
状
を
検
証
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
と
す
る

べ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
現
在
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の

「
基
本
計
画
で
示
す
指
標
」
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
段
階
に
な
い
。 


